
Japanese Practice News

© 2020 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Taiwan. The KPMG name and logo are registered trademarks or 
trademarks of KPMG International.

1

Jan. 2020 , No. 02  |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan Firm)

移転価格一括調整に係る輸入物品の課税価格の査定
に関する注意事項

財政部が2019年11月15日付台財税字第10804629000

号通達を公布したことにより、2020年度より、関係会

社間取引を行う営利事業者が適用要件を満たす場

合、会計年度決算前に移転価格一括調整を行うこと

ができるようになりました。この適用要件については、

KPMG台湾ニューズレター2019-11号（台湾の関係会

社間取引における移転価格一括調整の規定）をご参

照ください。

また当該解釈通達の公布に合わせ、営利事業者の輸

入物品について、特殊関係がある関係会社間取引行

為のため、物品輸入時に取引価格を決定することが

出来ず、会計年度終了後にまとめて一括調整する必

要がある場合に関して、関務署は2019年12月31日付

で「税関による会計年度の移転価格一括調整の課税

価格査定の実施要点」を公布しました。営利事業者の

移転価格一括調整に係る輸入物品の課税価格の査

定に関する注意要点について、現在公告済の情報に

基づいてまとめると以下の通りです。

4個月 2個月会計年度 1個月

1 2 3

営利事業所得税
確定申告期限日

翌年1月31日 翌年7月31日翌年5月31日1月1日 12月31日

申請及び作業スケジュール（12月決算制の会社を例とする）

注意事項

1. 輸入物品の通関

• 輸入通関申告書に次の事項を明記する必要がある。

1. 特殊関係の欄にコード「136」（特殊関係があり、また取引価格に影響を与える。）を記入する。

2. 納税方法の欄にコード「65」（見積税金）を記入する。

3. その他申告事項の欄「○○○会計年度移転価格一括調整手続の実施」及び適用する会計年度期間を記

入する。

• 通関方法は書類審査(C2)又は物品検査(C3)であり、審査検査無し(C1)を適用しない。

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/tw/pdf/2019/12/Kpmg-News201911J.pdf
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2.課税価格査定の申請

• 会計年度終了後1個月以内に、輸入貨物の課税価格を税関に申請していない、又は税関より書類追加提出

の通知を受けたにもかかわらず、15日以内に提出していない場合、税関は課税価格を直接査定する。

• 「移転価格一括調整に係る輸入物品の課税価格査定申請書」を記入し、同申請書に以下の事項を記載する

必要のある。

1. 課税価格の査定を申請する輸入通関書類の番号、項目番号、暫定価格及び正式なコマーシャル・インボ

イス価格。

2. 取引価格の決定理由又は価格計算方法。

取引契約書、正式なコマーシャル・インボイス、支払証明又は説明、及び税関が取引価格を審査する際に必

要となるその他の書類・資料を添付する。

3.税関審査期間

• 税関は案件受理日（書類受領日）の翌日から4個月以内に査定作業を行う。案件が複雑、又は追加提出書

類があるため、審査期間を延長する必要がある場合、1回延長することができる。延長期間は、最長2個月を

超過してはならない。

• 税関は関税法第30条に基づき取引価格が売買双方の特殊な関係により影響を受けるか否かを確定し、ま

た関税の見積が規定される同法第29条、第31条～第35条のいずれの一つの条項を適用するかを決定し、

価格の合理性を審査する。

KPMGの見解

移転価格と関税の課税価格はそれぞれ別の範疇に

属します。営利事業者が税負担を適切に調整し、二

重課税のリスクを回避するため、いかに両者間のバラ

ンスを取るかということは、財政政策上の長年の重要

議題となっています。各方面からの検討を重ね、2019

年11月15日付で営利事業者による移転価格一括調

整の条件緩和に関する解釈通達が公布されました。

但し、移転価格一括作業を行う際の輸入通関申告に

関して、物品の通関方法は書類審査(C2)又は物品検

査(C3)でなければならず、審査検査無し(C1)を適用し

ないため、輸入通関申告の作業時間が増加する可能

性があります。輸入物品に時間的な制約がある場

合、通関時間の延長により生じる可能性のある影響

について慎重に評価し、当該物品にこの通関方法を

採用することが適しているか否か考慮する必要があ

ると考えられます。

2020年度に移転価格一括調整を行う予定の営利事

業者は、事前に「関係会社間取引の参与者が、事前

にその取引条件及び移転価格に影響するあらゆる要

因について協議すること。」等の要件を満たすか否か

確認するほか、2020年以降の輸入物品の申告方法

が関連作業要点の規定を満たすか否かについても注

意する必要があります。その他、関税課税価格の見

積に取引価格制度を採用し、税関は関税見積規定に

基づいて調整結果を確認し、取引価格が売買双方の

特殊な関係により影響を受けるか否かを判断します。

営利事業者は一括調整により、関係会社間取引の移

転価格方針からの乖離を解決することが出来ます

が、適用上において様々な問題を考慮する必要があ

るため、企業は移転価格一括調整のみを多国籍グ

ループの税務リスクの解決手段として使用することは

出来ない点に注意する必要があると考えられます。
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